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議  事  

 １ 教育長等の報告 

公 開 教育長の報告について 

公 開 令和８年２月の教育委員会行事予定について 

 

２ 議案の審議 

非公開 専決処分の承認を求めることについて（学校医の委嘱） 

 

３ その他 

  公 開  次回定例会開催日について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 2 - 

○大﨑教育長職務代理者 ただいま定刻の午後３時となりました。 

 出席委員が定足数に達しておりますので、会議は成立しております。 

 これより令和７年度第１０回赤磐市教育委員会定例会を開会いたします。 

 本会の議事録に署名する委員として、遠藤委員を指名いたします。 

 本会の議事録作成の職員として、教育総務課卯善副参事を指名いたします。 

 前々回、令和７年１１月２０日開催の令和７年度第８回教育委員会定例会の議事録につ

きましてお目通しをいただき、ご異議等がなければご承認をいただきたいと思いますが、

よろしいでしょうか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○大﨑教育長職務代理者 それでは、令和７年度第８回教育委員会定例会の議事録につい

ては、これを承認いただいたということで取扱いをしてください。 

 続きまして、議事に移ります。本日の会議に付議された案件は、（１）教育長等の報

告、（２）議案の審議、（３）その他についてです。 

 次に、非公開案件の決定です。 

 本日の付議案件（２）議案の審議の承認第９号専決処分の承認を求めることについて

（学校医の委嘱）の案件につきましては、人事に関する案件でありますので、赤磐市教育

委員会会議規則第４条第１項第１号の規定により非公開にしたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○大﨑教育長職務代理者 それでは、承認第４号は非公開といたします。 

 それでは、（１）教育長等の報告に移ります。 

 初めに、教育長の報告についての報告を求めます。 

○西﨑教育次長 職務代理者。 

○大﨑教育長職務代理者 教育次長よろしくお願いします。 

○西﨑教育次長 はい、教育次長西﨑です。 

 それでは、私から教育長行事報告をさせていただきます。 

 資料は１ページをお願いいたします。 

 １２月１８日、教育委員協議会定例会につきましては、皆様に出席をいただいておりま

したので、内容は省略します。 

 １月５日、年が明けまして５日には、１月１日の昇給辞令の交付と、御用始めにおいて
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幹部職員への訓示、その後教育委員会職員への訓示を行いました。職員に対しては、それ

ぞれの課の縦の連携、課を超えた横の連携を強くお願いしました。 

 １月９日、幹部職員が集まる庁議が開かれました。国の重点支援地方交付金の活用につ

いて、令和８年度予算にどのように反映していくか、協議を行いました。 

 １月１０日、国際ソロプチミスト赤磐主催の絵画展表彰式に市長とともに出席しまし

た。 

 １月１１日、二十歳の集い、委員の皆様、お寒い中、お祝いに駆けつけてくださり、あ

りがとうございました。 

 １月１３日、校園長会、校長先生、園長先生方にはウエルビーイングの実現と令和の日

本型学校教育の関係について説明しました。また、管理職も日々学び続け、たゆまぬアッ

プグレード、バージョンアップをお願いするとともに、赤磐市から教職員の不祥事ゼロを

再度徹底させていただきました。 

 １月１４日、月１回の事務事業進捗状況を報告する所属長会がありました。 

 １月１５日、大月町は合併前に旧吉井町が長く交流を続けてきた町でございます。四国

の西南端付近にあり、海に面した町です。その大月町と、今後予想される大規模災害で相

互支援をしていくための覚書を締結しました。大月町との交流は、旧吉井町との姉妹都市

協定が現在も存続しており、新たに防災の協定も加わったと理解していただければと思い

ます。今後、福島県浪江町とともに交流が活発になると思われます。 

 １月１６日、市町村教育委員会研究協議会へのウェブでの参加、ありがとうございまし

た。夜には、赤坂小学校開校に伴う保護者説明会がありました。校長先生が教育内容、学

校の決まり、スクールバスの運行などについて説明をしました。 

 １月１８日、毎年恒例の消防団出初め式でした。 

 午後からは、曽根田遺跡発掘調査現地説明会があり、新拠点整備に伴う遺跡の発掘調査

の状況を市民の方に説明会をいたしました。６０名を超える参加者であったように思いま

す。 

 １月２０日、赤坂地域区長会があり、区長さん方に赤坂小学校開校までのスケジュール

を説明いたしました。 

 １月２１日、総合教育会議、山陽地域区長会につきましては、欠席でございます。 

 以上、報告を終わります。 

○大﨑教育長職務代理者 質疑、ご意見ありますでしょうか。 



- 4 - 

○山本委員 はい。 

○大﨑教育長職務代理者 はい、山本委員。 

○山本委員 前の会の教育長の挨拶で、二十歳の集いについて何かありましたらという話

があったのですけれど。 

○大﨑教育長職務代理者 はい、ありました。 

○山本委員 よかったと思います。感謝の言葉みたいなのがあったときに、成人式という

言葉を使われた人がおられて、まだまだ二十歳の集いというのが浸透していないなと。や

はりみなさん成人式と思って来ているような感じがしました。私の感覚からしても、二十

歳が成人のような気がするので、成人式でもいいのかなと思ったりしたのですが、民法上

は１８歳から成人なのですが。民法は民法なので、一般の人の常識とちょっと民法が離れ

ているのかもしれないと思いました。 

○大﨑教育長職務代理者 はい、ありがとうございます。 

 それでは、お二人にも聞きますので、峰平委員、どうでしたか、二十歳の集い。 

○峰平委員 はい。二十歳の集いに参加された方を見ていたら、市長のお話などをきちん

と顔を見て聞かれている方が多く、すごく頼もしさを感じました。あと、私が帰るとき

に、すごく雪と風が強かったのですが、警備の方も皆さん笑顔で送ってくださって、すご

くいい式だな、皆さんの笑顔が力になっているなと感じました。 

○大﨑教育長職務代理者 遠藤委員、お願いします。 

○遠藤委員 はい。私も、とても落ち着いたいい式だったなと思って感激しました。皆さ

ん、すごくしっとりと市長さんをはじめ、皆さんのお話も聞いていらっしゃいましたし、

とても落ち着いた雰囲気で厳かに行われたと思います。また、寒い中、駐車整備もしてく

ださいまして、そして何年も前には上の駐車場に下から車が上がってくるようなことがあ

ったのですが、そういうこともなく、とても落ち着いた環境でしていただけたと思いま

す。ありがとうございました。 

○大﨑教育長職務代理者 はい。 

○山本委員 一つだけ、よろしいですか。 

○大﨑教育長職務代理者 はい、どうぞ、山本委員。 

○山本委員 随分前は元保護者の人が後ろに沢山並んで、見学みたいに参加していらっし

ゃったのですが、この前は観覧席に２人か３人おられただけで、非常に少なかったのです

けど、その辺はどのようになっていたのでしょうか。自由に来て良いことになっているの
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か、その辺はどうなっているのかを確認したいと思います。 

○大﨑教育長職務代理者 観覧席にいらっしゃった人は式が始まったらいなくなっていた

みたいですね。 

○山本委員 そうですか。 

○大﨑教育長職務代理者 何か保護者の取決めがありましたら。 

○大月課長 はい、職務代理者。 

○大﨑教育長職務代理者 はい、大月課長。 

○大月課長 はい、社会教育課大月でございます。 

 去年までは希望があれば保護者も観覧席であれば入れていたのですけれども、なかなか

係員の誘導とか聞いてもらえない、従ってもらえないところもありますので、案内にも対

象者のみ入場できるということにしており、保護者等は入れないということで決めており

ます。多分、２階で見られていたのは太鼓の保護者ではないかと思っております。特に、

それに関しての苦情はありませんので、来年以降もそのような対応をさせていただこうと

思っております。職員だけで運用しておりますので、なかなかロビーなどでごった返して

保護者と成人と大勢になりますので、もう成人だけ入場していただくという形を取らせて

いただこうと思っております。 

○大﨑教育長職務代理者 はい、山本委員。 

○山本委員 障がいがある人なんかで付添いが必要な人は大丈夫ですよと案内に書いとい

てあげたら親切かなと思うんで。 

○大月課長 はい、すみません。 

○大﨑教育長職務代理者 はい、大月課長。 

○大月課長 大月です。 

 それは書いています。 

○山本委員 分かりました。 

○大﨑教育長職務代理者 私は、以前山本委員と話をして、挨拶したときに拍手が全然な

い人がいるということがあって、それはちょっと悲しいですねということで、忘れないよ

うに率先して拍手ができるように座っておりました。 

 ということで、無事に二十歳の集いも終わりました。私が教育委員で来賓で行き出した

頃は、座って缶ビールを飲みながら話を聞いたりしているような、もうこれも五、六年ぐ

らい前の話ですかね。その頃から考えると、随分落ち着いてすばらしい会になっていると
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思います。 

 それでは次に、令和８年２月の教育委員会行事予定についての報告を求めます。 

 教育総務課から順番にお願いいたします。 

○和気課長 はい、教育総務課長和気です。 

 それでは、２月の教育委員会行事予定について説明をさせていただきます。 

 資料は２ページ、３ページをお願いいたします。 

 令和８年２月の教育委員会行事予定につきまして、主立ったものを各所属から順次説明

をさせていただきます。 

 まず、教育総務課からです。 

 ５日木曜日、第二次山陽遺跡整備委員会を１３時３０分から教育長の出席でございま

す。 

 ６日金曜日、赤磐市交通安全対策協議会総会を１４時から教育長の出席でございます。 

 ７日土曜日、青少年健全育成推進大会を１３時から教育長の出席でございます。 

 ９日月曜日、校長最終面談を８時３０分から教育長の出席でございます。 

 １０日火曜日、教委所属長会を１０時から教育長の出席でございます。 

 １１日水曜日、赤磐市市制施行２０周年記念式典を９時から、中央公民館こけら落とし

を１３時から教育長の出席でございます。 

 １２日木曜日、働き方改革推進委員会をウェブで１０時から教育長の出席でございま

す。 

 １４日土曜日、ＡＫＡＩＷＡハッピープロジェクト発表会を９時から教育長の出席でご

ざいます。 

 １５日日曜日、吉井つちのこ駅伝大会を９時から教育長の出席でございます。 

 １６日月曜日、校長最終面談を８時３０分から教育長の出席でございます。 

 １７日火曜日、和気閑谷高等学校学校運営協議会を９時から教育長の出席、また教育委

員会協議会を１４時から、教育委員会定例会を１５時から教育長、教育委員の皆様のご出

席でございます。 

 １９日木曜日、園長最終面談を１４時から教育長の出席。 

 ２０日金曜日、学校運営協議会を、こちら時間が入っていませんが、１４時から。赤磐

市男女共同参画推進本部会議を１７時から教育長の出席でございます。 

 ２１日土曜日、朗読会「永瀬清子の詩の世界」を１３時３０分から教育長の出席でござ
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います。 

 ２７日金曜日、図書館協議会を１３時３０分から教育長の出席でございます。 

 ２８日土曜日、史跡シンポジウムを１３時から教育長の出席でございます。 

 教育総務課からは以上でございます。 

○原田課長 はい、職務代理者。 

○大﨑教育長職務代理者 はい、学校教育課長。 

○原田課長 はい、学校教育課原田です。 

 それでは、学校教育課ですけれども、２月８日の日曜日、学習発表会、山陽西小学校。 

 ９日月曜日、校長最終面談８時半から行われます。 

 １０日火曜日、校園長会１３時から行われます。 

 １４日土曜日、学習発表会、笹岡小学校で行われます。 

 １６日月曜日、校長の最終面談８時３０分から行われます。 

 １９日木曜日、園長の最終面談１４時から行われます。 

 ２７日の金曜日、学習成果発表会、仁美小学校で行われます。 

 学校教育課は以上です。 

○大月課長 はい、職務代理者。 

○大﨑教育長職務代理者 はい、社会教育課長。 

○大月課長 はい、社会教育課大月でございます。 

 では、社会教育課の２月の予定を報告させていただきます。 

 ５日、第二次山陽遺跡整備委員会、本庁で１３時３０分から開催の予定でございます。

ニュージーランドのトップアスリート交流、５日から９日の予定です。 

 ７日土曜日、青少年健全育成推進大会、こちらにつきましては今皆様にもご案内を差し

上げていると思いますけれども、桜が丘いきいき交流センターで１３時から開催の予定で

ございます。 

 １５日日曜日、こちらは先ほどの協議会でもご報告申し上げましたが、吉井つちのこ駅

伝大会、城南小学校で９時から開催でございます。 

 ２１日土曜日、朗読会「永瀬清子の詩の世界」、こちらにつきましては本日ご案内をお

渡ししていると思いますけれども、くまやまふれあいセンターで１３時３０分から開催の

予定でございます。 

 ２２日から２６日まで、カナダのトップアスリート交流事業。 
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 ２８日土曜日、こちらも先ほどの協議会でご報告申し上げましたけれども、史跡シンポ

ジウム、中央公民館で１３時からの開催の予定でございます。 

 以上です。 

○石井館長 はい、職務代理者。 

○大﨑教育長職務代理者 それでは、公民館長。 

○石井館長 はい、中央公民館石井です。 

 続きまして、公民館の２月の行事予定でございます。 

 ２日月曜日、そば亭やよい、山陽公民館で１１時から。 

 ４日水曜日、ノルディックウオーク教室、熊山公民館で１０時から。 

 ９日月曜日、親子ひろば、西山公民館で１０時から。 

 １０日火曜日、あかいわコーヒー時間、山陽公民館で１３時３０分から。 

 １１日水曜日、中央公民館のこけら落とし、これが１３時からでございます。 

 １７日火曜日、便利な使い方が学べるスマホ教室、山陽公民館で１０時半から。スマホ

教室、熊山公民館で同じく１０時半からです。 

 １９日木曜日、お花の工作教室、赤坂公民館で１０時から。 

 ２２日日曜日、ドキドキ講座、熊山公民館で９時半から。 

 ２４日火曜日、健康教室、高月公民館で１０時から。 

 ２５日水曜日、スマホ教室、赤坂公民館で１４時から。スマホ講座、吉井公民館で１０

時半からです。 

 公民館からは以上でございます。 

○矢部館長 はい、職務代理者。 

○大﨑教育長職務代理者 はい、図書館長。 

○矢部館長 はい、中央図書館矢部です。 

 図書館の行事についてお知らせいたします。 

 ３日火曜日、健康・生活講座第１回、中央図書館で１０時３０分から。 

 ７日土曜日、文学講座、中央図書館で１３時３０分から。 

 １０日火曜日、健康・生活講座第２回、中央図書館で１０時３０分から。 

 １７日火曜日、健康・生活講座第３回、中央図書館で１０時３０分から。健康・生活講

座は第１回から第３回で終わる予定です。 

 ２１日土曜日、きらり☆しあたー、中央図書館で１４時から。 
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 ２３日月曜日から２７日金曜日まで、中央図書館の蔵書点検ということで、中央図書館

は休館いたします。 

 参考までに、３月にはなりますが、地区館の蔵書点検及び蔵書点検に伴う休館につきま

しては、３月９日から３月１３日を予定しております。 

 ２４日火曜日、ブックスタート、山陽保健センターで１３時３０分から。 

 ２７日金曜日、図書館協議会、中央図書館で、申し訳ありません、これ最初の教育委員

会行事のところにも出ておりましたが、時間が１４時ちょうどから開始とさせていただき

ます。すいません。 

 以上です。 

○森本所長 はい、委員長。 

○大﨑教育長職務代理者 はい、それでは給食センター長。 

○森本所長 はい、給食センターの行事です。 

 ２６日の木曜日、栄養士会を東給食センターで１３時３０分からです。 

日程はまだ決めておりませんが、調理場運営委員会を２月の末もしくは３月の頭に予定を

しております。 

 以上です。 

○大﨑教育長職務代理者 それでは、質疑、ご意見ありましたらお願いいたします。 

 よろしいでしょうか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○大﨑教育長職務代理者 それでは、質疑なしと認めます。 

 続いて、承認第９号は非公開ですので、関係者以外の退席を求めます。 

   〔関係者以外退席〕 

 

専決処分の承認を求めることについて（学校医の委嘱） （原案のとおり可決） 

 

   〔退席者再入場〕 

○大﨑教育長職務代理者 続いて、（３）その他の案件に移ります。 

 それでは、事務局、お願いいたします。 

○和気課長 教育総務課長和気です。 

 それでは、その他、次回の定例会の開催日について説明をさせていただきます。 
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 次回は、令和８年２月１７日火曜日午後３時からとなっておりますので、よろしくお願

いをいたします。 

 以上です。 

○大﨑教育長職務代理者 それでは、次回の定例会開催日は２月１７日火曜日となりま

す。よろしくお願いいたします。 

 そのほかで何かありますでしょうか。よろしいですか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○大﨑教育長職務代理者 以上をもちまして本会に付議されたすべての案件が終了となり

ました。 

 これをもちまして令和７年度第１０回赤磐市教育委員会定例会を閉会といたします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


